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・申立書及び添付書類等は，大型封筒にひとまとめにして入れて提出して下さい。 
・申立書には，連絡先の電話番号・ＦＡＸ番号・担当者名を必ず記入して下さい。 
・当事者目録には，それぞれの住所に対応する郵便番号を正確に記載して下さい。 
・今後各種書面で使用する印鑑は，申立書で使用したものと同一のものに統一してください。 
 
 
 □申立書 
  

申立書・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録を左の順番でＡ４版左
綴じのうえ(各ページに捨印を押してください)押印し，申立書の下にペー
ジ数を書いてください。 

 

 
 □申立手数料 
   
 

債権者の数，債務者の数又は債務名義（判決，仮執行宣言付支払督促，和
解調書等）の数×４,０００円の収入印紙が必要です（収入印紙に消印・割
印したものは無効となります）。債権者の数，債務者の数及び債務名義の
数がそれぞれ１名の場合の申立手数料は４０００円となります。 

 
申立書添付書類 
 
 
 
 
 □執行力ある債務名義
  の正本 
 
  
 

債務名義とは，「判決」，「仮執行宣言付支払督促」，「和解調書」，「
調停調書」，「家事審判決定」等です。 
ほとんどの場合，執行文が必要となりますので，債務名義の正本を作成し
た裁判所に執行文の付与申請をして，債務名義に執行文を付けてもらって
ください。 
なお，債務名義に誤り等があって更正されている場合には，その更正決定
正本又は更正処分正本，更正決定正本又は更正処分正本の送達証明書（主
文の更正の場合は確定証明書も必要です。）を添付する必要があります。 

 
 □送達証明書 
   

債務名義が債務者に送達されたことを証明する書類です。 
債務名義の正本を作成した裁判所に送達証明の申請をし，証明書を取得し
てください。   

 
 □商業登記事項証明書 
   

当事者の中に法人（株式会社，有限会社など）がいる場合に，法人の本店
所在地・商号・代表者の氏名を把握するために必要です。 
最寄りの法務局に商業登記事項の証明申請をして取得してください。 

 
 □住民票，戸籍謄本 
   

債務名義に記載された当事者の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場
合に，そのつながりを明らかにするために必要です。 
当事者目録に現在の住所・氏名を記載し，次行に債務名義上の住所・氏名
（判決等に記載してある住所又は氏名）を併記してください。 

□陳述催告の申立書 
   

差し押さえた債権の存否や金額等といった具体的な内容を知るために，第
三債務者から差押債権の存否等を報告してもらうための申立てです。 

 
 
 
 
  □郵便切手 
 
 
 
 
 

当事者への送達等費用合計２，８９８円分を予納してください。 
内訳１,１３０円（第三債務者への送達費用              
        １，０００×１＋１００×１＋１０×３）   （※） 
  １,０８２円（債務者への送達費用１，０００×１＋８２×１） 
   ５１２円（陳述書返送費用５００×１＋１０×１＋２×１）（※） 
        ９２円（債権者への差押命令等送付費用９２×１） 
    ８２円（債権者への陳述書送付費用８２×１） 
※第三債務者が１名増えるごとに計１,６４２円分（１,１３０円＋５１２ 
円内訳は上記の通り），債務者が１名増えるごとに１,０８２円分（内訳 
は上記の通り）の郵便切手を追加してください。 

 
 □目録 
   

差押命令正本の作成に必要となるので，当事者目録，請求債権目録，差押
債権目録を各４部（当事者の数＋１部）用意してください。  
いずれも申立書に用いたものと同一のもので，捨印や訂正印は不要です。 

 
問い合わせ先  
〒８８０－８５４３  
宮崎市旭二丁目３番１３号 宮崎地方裁判所民事部債権執行係  

電話０９８５－６０－０３８９ 


